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康生労働省医薬食品

薬務法第� 2条第� 14療に規定する指定薬物及びi司法第7.6条の� 4に

綴定する鼠療等の用途を定める省令の一部改正について(施行通知〉

薬務法第� 2条第� 14項に規定する指悠薬物の指定等については、議毒事法第� 2

条主将� 1逢項iζ規定する指定薬物及び間法第� 76粂の� 4に燦去をする医療等の用途

合主主める省令(平成� 19年厚主役労働省令第� 14号}に?と定めているところであ

る。

今般‘薬事法禁事� 2条第� 14壌に幾笈ずる指定薬物及び同隊第� 76粂の� 4に規

定ずる医療毒事の用途安定める省令の一部を改正する省令(平成� 22年厚生労働

省令第� 96 iラ〉が平成� 22年� 8JJ2，5SIこ公布されたことに伴い、各都道府県'

知事、43-保健所設波市長及び各特別区長あて別添写しのとおり通知したので、

震1裁におかれでは、御T央容の上、関係機関にj笥熊谷れるようお緩いし設す。
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議ミ事法第ゑ条第 14.獲に規定する指定薬物及び同法第 76~奈の 4切に

綴1食する医療毒事の潟途を定める省令の 書官改正について{施行議総}

築家、法(昭和 35年法徐第  L45号。以下「法」という。)第 2条第  14漢

に規定する指定薬物の指定等に勺いては、薬事法第  2条第 14演に支策定する指

定薬物及び同首長第 76条の 4に規定する医療等の用途を定める省令〈平成  19 

年康食労働省令第  1.4号)にて定めているところである。

‘今般;語義務法第 Z条策  14項に規定する指定薬物及び向法第  76条の 4に燦 

P 定ずる医療毒事の用途そ定める省令の一部を改Eする省令(平成 22年厚生労働 l

省令翼~ 9 6 ~予)が男1]添の i量り平成 2 2年 8月 25日に公布されたのマ、蓄量職 l乙

おかれては、下記事:壊について各p了知の上、関係各方面に対する周知徹底及び

溺切な指導方御配慮綴いたい。

記
�
 

1.指定薬物の指定

(1)新たに指定された物質

次に掲げる 6物質について、中枢神経系の興奮革ましくは抑総3えは幻覚の

作用(さ自殺作用の維持又は強化の作用を含む。}告と有する議然伎が高 4、

かつ、人の身体に使用された場合に保健衛生上の危害が発主主ずるおそれが

あると認められたことから、法第  2条第  14項に規定する指建築物として

指定したこと。
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1- (2， 5…ジメト:i¥'-シ-4 ニトロフェニノレ〉プロパン� 2ーア

ミン及びその頃類� 

2-'- (2， 4， 5…ト日クロロ� 3， 6…ジメ、トキシブヱニニノレ}エタ

ンアミン及びその犠類� 

(1ープチノレ…� 1，H…インドール-3ーイノレ) (ナブグレン 1ーイ� 

Jレ〕メタノン及びその認証類� 

1一� (2ーブノレオロブエニjレ) -Nーメチルプロパン… 2ーアミン及

びその塩類� 

2~ (2 メトキシプエニル)� -1ー{1ーペンチノレー工� H一平ンド

ール-.3ーイノレ)� ::r.lJノン及びその主主類

(ぉ〉指定された物質校舎む物 

(1)に掲げる物質のL寸uれかを含有する物(ただし、� :;L来ニれらの物

ゐ質を含有する椋物投除く。)は指定薬物であり、規制の対象となること。� 

2.医療等の用途の規定、 

J二記1.� r:::示した物質について、法第� 79条の� 4に規定する医療等の用途

は次に掲げる用途匂まあること。

(1)次に揚げる革ぎにおける学修研究又は試験検ヨ授の潟途
 

CD 冨の機関
 

@ 地方公共団体及びその機関� 

③ 	 学校教育法(昭和� 22年法律第� 26号)第� 1条に規定する大学及び高

等専門学校主主びに悶立大学法人も法(:if-成� 15年法律第� 112号)第� 2条

第� 4項に規定する大学共i有料F号機関

毛色 独立行政法人滋郎芸家{平成� 11主手法律第� 103号)第� 2条第� 1項に焼

定する独立行政法人及び地方独立行政法人法{平成� 15年法律第� 118

号)第2条第� 1療に規定する地方独立行政治人� 

(2)法第 69条第� 3墳に規定する試験の用途� 

( 3 )法第 τ6 条の 6~お 1 項に規定する検査の用途 

(4)犯罪鑑識の用途 

(5) (りから (4) ';までに掲げる用途のほか、浮きゑ労後大疫が人の身体に

対する危害の発生省と伴うおそれがないと認めた潟途
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